
京都大学基礎物理学研究所 ･数理解析研究所

共同利用研究者宿泊所利円内痩 (秦)

第 1粂 京都大学基礎物理学研究所 ･'数理賂析研究所 ･共同利用研究者宿泊所

(以下 ｢宿泊所十 とい う｡ )は,当該研究所の非常琴研究.員お よびその他

基礎物理学研究所長または数理解析研究所長が必要 と認めた者にかぎり利

用 し得 る･､もの とす る｡

第 台粂 '宿泊所 を利用しようとす る者は,;所定の利用許可申請書に必要事項 を

記 入の うえ,その者が主 として研究に従事す る葦 1条のいずれかの研究所

の共同利用事務室を経由して基礎物理学研究所長 (以下 ｢所長｣という｡)

に､提出しなければな らない ｡

ときは,当該申請者に利用を許可す る｡

第 4粂 利用を許可された者 (以下 ｢利用者｣とい う｡)は◆,宿泊所管理人の

指示を受けて利用す る｡

第 5粂 利用者は.別に定め る料金を指定の期限内に納めなければならない｡

2. 既納の料金は返付 しない｡

第 6条 利用者の遵守事項 ･共同利用方法等についてめ利用者 の心得 る7-<き事

項お よび この内規の実施E,=ついて必要 な事項は,別に定め る｡

第 7粂 宿泊所 に関す る事務は,基礎物理享研究所において処理す るO

附 則 ･

この内規は,昭和 年 月 日か ら施行す る｡

基研数研共同利用研究員宿舎利用手続き (基研案)

1969｡6.4

1 利用希望の情報交換

両研究所は,それぞれの研究計画が決 ったときに,宿舎利用の希望 を,相
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資 料

手の研究所に通知す る｡ 通知された内容は,研究計画の世話人に伝え,日程

を決める上の参考肇料に して もらうものとす ら ｡

2 自由使用のわ く

･両研究所はそれぞれ 1名のわ くを自由に使 用で き るために もつ ものとす る｡

5 長期滞在者

長期滞在 を希望す る者は,少 くとも利用開始 日の 4週間前.a)週 の水 曜 日ま

でに申込めば,同時 に利用す る長期滞在者が 1 0名程度 大き く上 まわ ること

はないであろ うとい う了解の下で,優先的に使用が認め られ るノ.ただ し,長

期滞在 とは 15日以上 6ケ月まで とす る｡

4 -般利用の申 し込み

4-1 利用希望 日を含む過の前々週の木曜 日か ら 5嘗分の申込みの受け付

けを開始す る｡

4-2 2(2名 )と5と 4- 1(5名 )に割り当てた残 りの人数 (17名

からそのときの長期滞在希望者数を引いた人数 )の申込みは利用東宝

日を含む過の 4週間前の木曜 日から受け付けを開始す る｡

5 利用許可

･5-1 木曜 日午前 中に申し込 まれた利用籍豊が重なっていなければ直ちに

利用が認め られ る｡

5-2 上記 5- 1)の申し込みに余裕があればその分 については申 し込 み

順に利用を認め るもの とす る.

5-5 両研究所か らの希望が重なっていた場合には,数研側は利用 日を変

え ることがで きるか否かについて努力して,その絶巣を基研に通知す

るもの とす るが .利用 日の変更ができなか った時には,基研側で変更

を努力す る. 以上の前室の結果,重ならな くなれは利用が認め られ るo

調整 の結果,やむをえず重なっていれば,基研側 と数研側の利用者数

'が, 名と 名にな るように決め るO ( (4-1)'の調整には 2

日程度, (4-2)の調整 は 1週間程度の間に終 るもの とす る｡〕

6 受け付けの窓 口

以上の申 し込みは基研共同利用事務室で受け る｡ 数研関係者は数研共同利･

用事務室を通 して申 し込二む もの とす る｡
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基研数研共同利用研究員宿舎利用手続 (基研秦)

7 事競 きの再検討

この手続 きは, 1年間の利用経験のあ とで再検討す るもの とす る｡
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第 48回基研運営委員会報告

月 月 日
し一一-γ-一一･･･一

利用希望 日

1969年 8月 28日

於 基研 コロキ亘ム室

議 長 湯 ,1日 秀 樹

出 席 者 廟永振一郎, 中嶋貞雄 , 久保亮 五, 小川修 三,

高木修二 . 碓井恒丸 , 小林 稔 ,- 井上 健,

牧 二郎/, 松 由博嗣 ,- 玉垣良三

欠 席 者 田中 -, 坂 田昌一 , 中村誠太郎 (外田 出張 中)

小谷正雄 (外国 出張中)

1′研究部員会議報告 と最認

報告が行なわれ,東認 された｡

尚 ,cRC実行委員 よ り暫 定壕 特香の性 格に開す-る見解の文書が運 営委員

会宛 に送 られてきてお り.一内容が細介された｡
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